
５５歳未満の社員（２０１５年４月１日現在）の場合
基本給額＋所定昇給額＋所定昇給額１/ ６＋１，１００円　＝　新賃金（ただし５０円以上は

切り上げ、５０円未満は切り捨て）

５５歳以上の社員（２０１５年４月１日現在）の場合
基本給額＋所定昇給額１/ ６＋１，１００円　×　年齢による減額率　＝　新賃金（ただし

５０円以上は切り上げ、５０円未満は切り捨て）
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